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議会の議決に付さなければならない財産の取得に関する
手続きの不備について

１概要
地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定に基づ

き、議会の議決に付さなければならない財産の取得について、議会の議決を経ずに買入れを行っ
ていた案件が１件あることが判明しました。

２対象案件 件名 教師用指導書買入れ
買入価格 ２８，８３４，８５０円（税込）
種類及び数量 教師用指導書 １，０２９冊

教師用デジタル教科書 ５６ライセンス

３発覚の経緯
他の自治体における同様案件の新聞報道を受け、過去10年間に遡って契約事務手続を確認しま

した。
その結果、議会の議決に付さずに、令和6年4月に買入れを行っていた案件が1件あることが判明

しました。

４不備があった手続の内容と今後の対応
予定価格が２，０００万円を超える動産の買入れについては、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、事前に議会の議決に付すこととなって
おります。
教師用指導書の買入れについては、予定価格が２，０００万円を超えていたため、議会の議決

を経た上で行うべきでした。
しかし、議会の議決に付すことを怠ったため、令和６年第２回市議会定例会において、買入れ

の追認を求める議案を追加提出する予定です。

５再発防止
〇議会の議決に付さなければならない財産の取得基準について、改めて全庁に周知を行い、再発
防止に努めます。

〇事業の着手から完了までのスケジュールを確認し、適切な時期に、適切な方法で予算を計上す
ることについて、徹底を図ります。

〇契約手続の際に作成しているチェックシートに、議会の議決に付さなければならない案件かど
うかを確認する項目を設け、複数人でチェックを行います。

６担当課
●契約手続について
総務部契約管財課 電話042－555-1111（内線391）

●教師用指導書の買入れについて
生涯学習部学校教育課 電話042－555-1111（内線372）


